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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　体内に挿入される挿入部と、
　前記挿入部の先端部に設けられ、体内の画像を取得する観察光学系と、
　前記挿入部の先端部を体内の臓器に支持させつつ、前記挿入部の先端部の湾曲部よりも
基端部側に設けられた第一拡張部材と、前記挿入部の先端部から前方に張り出すように設
けられた第二拡張部材とを備える支持拡張手段とを備え、
　前記第一拡張部材が、前記挿入部の中心軸に直交する断面で見たときに、前記第二拡張
部材に対し、前記挿入部を挟んで反対側に配置されている内視鏡。
【請求項２】
　前記第一拡張部材が、前記挿入部から外周側に膨張する第一バルーンであり、
　前記第二拡張部材が、前記挿入部から外周側に膨張するとともに、前記挿入部の先端部
よりも前方に張り出すように膨張する第二バルーンである請求項１に記載の内視鏡。
【請求項３】
　前記支持拡張手段が、前記第一バルーンよりも前記挿入部の基端部側に設けられて前記
挿入部を湾曲させる第三バルーンをさらに備え、
　前記第三バルーンが、前記第一バルーンに対し、前記挿入部を挟んで反対側に配置され
ている請求項２に記載の内視鏡。
【請求項４】
　前記第三バルーンが、第一バルーンが膨張して前記挿入部を前記臓器の表面から離間さ
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せた状態で前記第一バルーンと前記挿入部とが接触している部位と、前記挿入部が前記臓
器の表面に接触している部位との間に設けられている請求項３に記載の内視鏡。
【請求項５】
　前記支持拡張手段が、Ｘ線を遮断する材料を備えて形成されている請求項２または３ま
たは４に記載の内視鏡。
【請求項６】
　前記第一バルーンが、前記挿入部に対向する側とは反対側の外表面が、前記第一バルー
ンの中心から見て前記挿入部と反対側に凹となる凹状湾曲面とされている請求項２または
３または４に記載の内視鏡。
【請求項７】
　前記第二バルーンが、前記挿入部の外周面に対向する側とは反対側の外表面が、前記第
二バルーンの中心から見て前記挿入部と反対側に凸をなす凸状湾曲面とされている請求項
２または３または４に記載の内視鏡。
【請求項８】
　前記第一バルーンが、前記挿入部の外周面の周方向の一部にのみ設けられており、前記
周方向の残部では、前記挿入部の外周面が露出している請求項２または３または４に記載
の内視鏡。
【請求項９】
　前記第一バルーンと前記第二バルーンのうち、少なくとも一方は、前記挿入部の中心軸
に直交する断面における幅寸法が、前記挿入部の外径よりも大きく設定されている請求項
２または３または４に記載の内視鏡。
【請求項１０】
　少なくとも前記第一バルーンの幅寸法が、前記挿入部の外径よりも大きく設定されてい
る請求項２または３または４に記載の内視鏡。
【請求項１１】
　前記第三バルーンが、前記挿入部に対向する側とは反対側の外表面が、前記第三バルー
ンの中心から見て前記挿入部と反対側に凸となる凸状湾曲面とされている請求項３または
４に記載の内視鏡。
【請求項１２】
　前記第三バルーンが、前記挿入部の周方向の一部にのみ設けられ、前記周方向の残部で
は、前記挿入部の外周面が露出している請求項３または４に記載の内視鏡。
【請求項１３】
　前記第一バルーン、前記第二バルーンおよび前記第三バルーンのうち、少なくとも一つ
は、前記挿入部の中心軸に直交する断面における幅寸法が、前記挿入部の外径よりも大き
く設定されている請求項１１または１２に記載の内視鏡。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、心臓と壁側心膜との間の心膜腔内に内視鏡を挿入して、病変部位を直接診察した
り、病変部位を視認しながら処置を行う技術が知られている（例えば、特許文献１、２参
照。）。
【０００３】
　心臓が処置対象である場合に内視鏡を用いると、拍動する心臓の影響で内視鏡の先端部
が心膜腔内で暴れてしまい安定した視野を確保することができないという不都合がある。
　そこで、特許文献１には、患者の体内に挿入される挿入部の少なくとも先端部に、挿入
部を体内の組織に固定する固定手段と、挿入部に設けられた観察光学系と組織表面との距
離を調節する観察距離調節手段とを備える内視鏡が開示されている。
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【０００４】
　この内視鏡によれば、挿入部を患者の体内に挿入し、固定手段によって挿入部の少なく
とも先端部を体内の組織に固定することにより、組織の脈動等に関わらず、挿入部に設け
られた観察光学系を組織の脈動に追従させて安定した視野を確保することができる。そし
て、観察距離調節手段を作動させて観察光学系と組織表面との距離を調節することにより
、観察光学系にとって適正な距離をあけて組織表面を観察することができる。
【０００５】
　また、特許文献２には、体内に挿入される挿入部と、挿入部の先端面の方向を変更する
ように湾曲可能な湾曲部と、先端面より前方に突出させた突起部とを備える内視鏡が開示
されている。
【０００６】
　この内視鏡によれば、挿入部を心臓表面に沿って挿入して先端面を心臓表面へ向けるよ
うに湾曲部を湾曲させると、突起部の最先端部が心臓表面上に一時的に固定され、内視鏡
の心臓表面に対する周方向の回転が制限される。すなわち、心臓が拍動していても内視鏡
の先端部を心臓表面に対して姿勢を安定させながら留置して、所望の位置を容易に診察ま
たは処置することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１０－２８４５０３号公報
【特許文献２】特開２０１０－２０７４５５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、特許文献１に記載の構成では、図８に示すように、内視鏡１０１を心外
膜１０２と壁側心膜１０３との間に挿入し、観察距離調節手段としてのバルーン１０５を
膨張させて、観察光学系１０４により観察を行う。このとき、壁側心膜１０３が内視鏡１
０１の先端部に設けられた観察光学系１０４の前方に覆いかぶさるため、観察光学系１０
４における視野が狭まったり、処置を行うための空間が十分に確保できなかったりすると
いう問題がある。
【０００９】
　また、特許文献２に記載の構成では、突起部を心臓に当てるので、壁側心膜が覆いかぶ
さっても突起部により視野が損なわれるのを防ぐことができる。しかし、この構成におい
ては、心臓と観察光学系との距離が非常に近いため、観察視野が狭くなってしまうという
問題がある。
【００１０】
　観察視野が狭いと、心臓のどの部分を観察しているかが判断しづらい。したがって、治
療部位を決める場合には、まずは広範囲での観察をして要治療部位を決定した後、要治療
部位の詳細観察が行われる。さらに、局所的な詳細観察を行いながら対象部位に処置を施
した後、対象部位とその周囲を含む広範囲での評価が必要である。しかし、観察視野が確
保できない場合には、広範囲の観察が行えないため、診察や処置が行いにくい。
【００１１】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、観察視野が狭まるのを防ぐ
とともに、処置を行うための空間を十分に確保することのできる内視鏡を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記課題を解決するために、本発明は以下の手段を提供する。
　本発明の一態様は、体内に挿入される挿入部と、前記挿入部の先端部に設けられ、体内
の画像を取得する観察光学系と、前記挿入部の先端部を体内の臓器に支持させつつ、前記
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挿入部の先端部の湾曲部よりも基端部側に設けられた第一拡張部材と、前記挿入部の先端
部から前方に張り出すように設けられた第二拡張部材とを備える支持拡張手段とを備え、
前記第一拡張部材が、前記挿入部の中心軸に直交する断面で見たときに、前記第二拡張部
材に対し、前記挿入部を挟んで反対側に配置されている内視鏡を提供する。
【００１３】
　本発明によれば、第一拡張部材を、観察・処置対象となる心臓等の臓器に対向させるこ
とより、臓器の表面に対して挿入部を離間させる。これにより、観察光学系と臓器の表面
との距離が確保され、適正な観察距離が形成される。また、第二拡張部材を、観察・処置
対象の心臓等の臓器の周囲に位置する、他の膜や臓器に対向させる。この第二拡張部材を
、挿入部の先端部から前方に張り出すことによって、この第二拡張部材が挿入部の先端部
から前方に向けて庇のように延び、観察・処置対象の臓器の周囲に位置する他の膜や臓器
を支持し、これら他の膜や臓器が垂れ下がってくるのを防止する。その結果、観察光学系
の視野前方の空間を拡張することにより、処置を行うための空間を十分に確保することが
できる。
【００１４】
　上記態様においては、前記第一拡張部材が、前記挿入部から外周側に膨張する第一バル
ーンであり、前記第二拡張部材が、前記挿入部から外周側に膨張するとともに、前記挿入
部の先端部よりも前方に張り出すように膨張する第二バルーンであるようにしてもよい。
　これにより、第一拡張部材としての第一バルーンを膨張させれば、体内の心臓等の臓器
の表面に対して挿入部が離間する。また、第二拡張部材としての第二バルーンの膨張によ
り、観察・処置対象の臓器の周囲に位置する他の膜や臓器が支持される。
【００１５】
　また、上記態様においては、前記支持拡張手段が、前記第一バルーンよりも前記挿入部
の基端部側に設けられて前記挿入部を湾曲させる第三バルーンをさらに備え、前記第三バ
ルーンが、前記第一バルーンに対し、前記挿入部を挟んで反対側に配置されているように
してもよい。
【００１６】
　第三バルーンが膨張すると、第三バルーンの外表面が他の膜や臓器等に接触して、この
他の膜や臓器等により反力を得ることによって挿入部を臓器側に押圧する。これによって
挿入部が湾曲する。
【００１７】
　また、上記態様においては、前記第三バルーンが、第一バルーンが膨張して前記挿入部
を前記臓器の表面から離間させた状態で前記第一バルーンと前記挿入部とが接触している
部位と、前記挿入部が前記臓器の表面に接触している部位との間に設けられているように
してもよい。
【００１８】
　これにより、第三バルーンは、第一バルーンと挿入部とが接触している部位と、この部
位よりも挿入部の基端側で挿入部が臓器の表面に接触または近接している部位との間で、
挿入部を臓器側に押圧する。すると、挿入部が湾曲し、臓器に沿った位置から臓器の外周
側から離間する方向に立ち上がった後、先端部側が他の膜や臓器により第二バルーンに沿
う。これにより、挿入部の先端部が、臓器の表面および他の膜や臓器等とほぼ平行となる
。これにより、挿入部を臓器の表面と平行にして、観察や処置を行うことが可能となる。
【００１９】
　また、上記態様においては、前記支持拡張手段が、Ｘ線を遮断する材料を備えて形成さ
れているようにしてもよい。
　これにより、体外からのＸ線照射によって体内における各バルーンの位置や膨張度合い
を容易に把握することができる。
【００２０】
　また、上記態様においては、前記第一バルーンが、前記挿入部に対向する側とは反対側
の外表面が、前記第一バルーンの中心から見て前記挿入部と反対側に凹となる凹状湾曲面
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とされているようにしてもよい。
　これにより、第一バルーンが臓器の表面に倣い、挿入部の軸線周りの回転を防いで挿入
部を安定して支持することができる。
【００２１】
　また、上記態様においては、前記第二バルーンが、前記挿入部の外周面に対向する側と
は反対側の外表面が、前記第二バルーンの中心から見て前記挿入部と反対側に凸をなす凸
状湾曲面とされているようにしてもよい。
　これにより、第二バルーンが他の膜や臓器等に倣い、他の膜や臓器等に対する挿入部の
姿勢が安定しやすくなる。
【００２２】
　また、上記態様においては、前記第一バルーンが、前記挿入部の外周面の周方向の一部
にのみ設けられており、前記周方向の残部では、前記挿入部の外周面が露出しているよう
にしてもよい。
　これにより、第一バルーンを挿入部の周方向全周にわたって連続して設ける場合に比較
し、挿入部を、臓器からより離間させることができる。これにより観察光学系における視
野を、より広くすることが可能となる。
【００２３】
　また、上記態様においては、前記第一バルーンが、前記挿入部の湾曲部よりも基端部側
に設けられている。
　これにより、湾曲部の湾曲動作を妨げるのを防ぐ。
【００２４】
　また、上記態様においては、前記第一バルーンと前記第二バルーンのうち、少なくとも
一方は、前記挿入部の中心軸に直交する断面における幅寸法が、前記挿入部の外径よりも
大きく設定されているようにしてもよい。
　これにより、第一バルーン、第二バルーンの臓器や膜に対する接触面積が増えるために
安定し、挿入部が中心軸周りに回転するのを抑えることができる。
【００２５】
　また、上記態様においては、少なくとも前記第一バルーンの幅寸法が、前記挿入部の外
径よりも大きく設定されているようにしてもよい。
　観察・処置対象である臓器に対向する側の第一バルーンの幅寸法を大きくすることが、
挿入部の回転抑制に、より有効である。
【００２６】
　また、上記態様においては、前記第三バルーンが、前記挿入部に対向する側とは反対側
の外表面が、前記第三バルーンの中心から見て前記挿入部と反対側に凸となる凸状湾曲面
とされているようにしてもよい。
　これにより、他の膜や臓器に対して第三バルーンの外表面が倣い、安定しやすくなる。
【００２７】
　また、上記態様においては、前記第三バルーンが、前記挿入部の周方向の一部にのみ設
けられ、前記周方向の残部では、前記挿入部の外周面が露出するようにしてもよい。
【００２８】
　また、上記態様においては、前記第一バルーン、前記第二バルーンおよび前記第三バル
ーンのうち、少なくとも一つは、前記挿入部の中心軸に直交する断面における幅寸法が、
前記挿入部の外径よりも大きく設定されるようにしてもよい。
　これにより、臓器や膜に対する接触面積が増えるため、挿入部が中心軸周りに回転する
のを抑え、安定して支持することができる。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明によれば、観察視野が狭まるのを防ぐとともに、処置を行うための空間を十分に
確保することが可能となるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
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【００３０】
【図１】本発明の第一実施形態にかかる内視鏡の要部の構成を示す図であり、（ａ）は挿
入部の湾曲部を伸ばした状態、（ｂ）は挿入部の湾曲部を湾曲させた状態を示す図である
。
【図２】本発明の第一実施形態にかかる内視鏡の一部の断面図を示す図であって、（ａ）
は、図１（ａ）におけるＦ－Ｆ断面図、（ｂ）は図１（ａ）におけるＧ－Ｇ断面図である
。
【図３】本発明の第一実施形態にかかる内視鏡の変形例を示す図である。
【図４】本発明の第一実施形態にかかる内視鏡における第一バルーンと第二バルーンの位
置関係の例を示す断面図であって、図４（ａ）は、挿入部の短軸方向の断面図、図４（ｂ
）は、仮想線Ｌ上に基端部バルーン８の中心Ｃ１、先端部バルーン７の中心Ｃ２が存在す
る変形例を示す図である。
【図５】本発明の第二実施形態にかかる内視鏡の要部の構成を示す図である。
【図６】本発明の第二実施形態にかかる内視鏡の変形例を示す図である。
【図７】本発明の第二実施形態にかかる内視鏡の断面図である。
【図８】従来の内視鏡の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　本発明の実施形態に係る内視鏡について、図面を参照して以下に説明する。
［第一実施形態］
　本発明の第一実施形態に係る内視鏡１Ａは、図１に示されるように、体内に挿入される
細長く柔軟な挿入部２と、挿入部２の先端面２ｓに設けられ先端面２ｓにほぼ直交する方
向を中心軸Ｃとする広角方向前方の画像を取得する観察光学系３と、該挿入部２の先端部
を体内の臓器（例えば、心臓Ａ）に支持させつつ、観察光学系３の視野前方の空間を拡張
する支持拡張手段４Ａとを備えている。
【００３２】
　挿入部２は、筒状のガイドシース６を通して体腔内に挿入される。ガイドシース６は、
体腔の組織形状に沿って湾曲可能な可撓性を有し、挿入部２や他の医療用デバイスを挿入
可能な内径を有している。
　図１は、ガイドシース６によって心臓Ａと壁側心膜Ｂとの間の心膜腔Ｓ内に挿入された
内視鏡１Ａの挿入部２先端の状態を示す図である。挿入部２は、ガイドシース６の内径よ
りも小さい外径寸法を有し、ガイドシース６内に、該ガイドシース６の先端開口６ａから
出没可能に収容された状態で、心膜腔Ｓ内に挿入されるようになっている。
【００３３】
　挿入部２は、先端部分に、先端面２ｓの方向を任意の方向に向けるために湾曲させられ
る湾曲部２ａを備えている。よって、今回用いる先端部という言葉を再定義すると、湾曲
部２ａと先端面２ｓを含む湾曲部２ａよりも尖端側の挿入部２となる。
　観察光学系３は、挿入部２の先端面２ｓに配置される観察窓３ａと、挿入部２内に設け
られて、観察窓３ａを介して挿入部２の先端面２ｓに直交する方向を中心軸Ｃとする広角
方向前方から入射した光を集光する対物レンズ（図示略）や、該対物レンズにより集光さ
れた光を画像化するためのＣＣＤのような撮像素子（図示略）が配置されている。
【００３４】
　支持拡張手段４Ａは、挿入部２の先端部の外側面に設けられた先端部バルーン（第二拡
張部材、第二バルーン）７と、挿入部２の先端部よりも基端部側に設けられた基端部バル
ーン（第一拡張部材、第一バルーン）８とを備えている。
　先端部バルーン７、基端部バルーン８は、それぞれ、ポリウレタンゴムまたはシリコー
ンゴム等のような弾性材料により形成されている。これら先端部バルーン７、基端部バル
ーン８には、先端部バルーン７、基端部バルーン８を膨張させるための流体を供給する流
体供給管（図示略）が接続されている。この流体供給管は、挿入部２内、もしくは挿入部
2に沿うように配置されている。
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【００３５】
　これらの先端部バルーン７、基端部バルーン８は、体内への挿入時には収縮させられて
おり、挿入部２の外周面に沿うように配置されて、ガイドシース６内に挿入部２が収容さ
れている。そして、図１に示されるように、体内への挿入が行われ、挿入部２の先端部が
ガイドシース６の先端開口６ａから突出させられた状態においては、先端部バルーン７、
基端部バルーン８は、流体供給管を介して供給されてきた流体によって膨張させられるよ
うになっている。
【００３６】
　ここで、先端部バルーン７、基端部バルーン８は、体外からＸ線照射によって体内にお
ける位置や膨張度合いが容易に把握できるよう、Ｘ線を遮断するのが好ましい。これには
、例えば、先端部バルーン７、基端部バルーン８を形成するポリウレタンゴムまたはシリ
コーンゴム等のような弾性材料に、Ｘ線を遮断する鉛、タングステン等の材料を混合した
り、先端部バルーン７、基端部バルーン８の内周面にＸ線を遮断する材料によるコーティ
ングを施したりする。また、先端部バルーン７、基端部バルーン８を膨張させる流体に、
Ｘ線造影剤を用いることでも、Ｘ線を遮断できる。
【００３７】
　ここで、先端部バルーン７は、膨張した状態で、挿入部２の外周面２ｂから外周側に拡
張するとともに、挿入部２の先端面２ｓよりも前方に張り出すように膨張する。図２（ａ
）に示すように、この先端部バルーン７は、挿入部２の外周面２ｂに対向する側とは反対
側の外表面が、先端部バルーン７の中心Ｃ２から見て挿入部２と反対側に凸をなす凸状湾
曲面７ａとされているのが好ましい。これにより、凸状湾曲面７ａと壁側心膜Ｂとの接触
面積が大きくなる。
　この先端部バルーン７は、挿入部２の外周面２ｂの周方向の一部にのみ設けられており
、周方向の残部では、挿入部２の外周面２ｂが露出している。
【００３８】
　図１に示したように、基端部バルーン８は、挿入部２の中心軸Ｃ方向において、先端部
バルーン７よりも基端部側に設けられている。さらに言えば、基端部バルーン８は、挿入
部２の湾曲部２ａよりも基端部側に設けられ、湾曲部２ａの湾曲動作を妨げないようにす
るのが好ましい。この場合、湾曲部２ａの湾曲動作を妨げないのであれば、基端部バルー
ン８の一部が湾曲部２ａにかかっていてもよい。
【００３９】
　図２（ｂ）に示すように、この基端部バルーン８は、挿入部２に対向する側とは反対側
の外表面が、基端部バルーン８の中心Ｃ１から見て挿入部２と反対側に凹となる凹状湾曲
面８ａとされているのが好ましい。これにより、凹状湾曲面８ａと心臓Ａの表面との接触
面積が大きくなる。
　また、基端部バルーン８は、図３に示すように、挿入部２の周方向全周にわたって連続
する環状としてもよいし、図１，図２に示すように、挿入部２の周方向の一部にのみ設け
、周方向の残部では、挿入部２の外周面２ｂが露出しているようにしてもよい。
【００４０】
　図４（ａ）に示すように、基端部バルーン８は、挿入部２の中心軸Ｃに直交する断面で
見たときに、先端部バルーン７に対し、挿入部２を挟んで反対側に配置されている。この
ため、基端部バルーン８と先端部バルーン７は、挿入部２の中心軸Ｃに直交する断面で見
たときに、挿入部２の中心軸Ｃと観察光学系３の観察窓３ａとを通る仮想線Ｌ上に、それ
ぞれその少なくとも一部が存在する。特に、図４（ｂ）に示すように、基端部バルーン８
の中心Ｃ１、先端部バルーン７の中心Ｃ２が、それぞれ、挿入部２の中心軸Ｃと観察光学
系３の観察窓３ａとを通る仮想線Ｌ上に存在するのがより好ましい。
【００４１】
　また、先端部バルーン７と基端部バルーン８のうち、少なくとも一方は、挿入部２の中
心軸Ｃに直交する断面で見たときに、挿入部２の中心軸Ｃと観察光学系３の観察窓３ａと
を通る仮想線Ｌに直交する方向の幅寸法Ｗ１，Ｗ２が、挿入部２の外径Ｄよりも大きく設
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定されているのが好ましい。ここで、少なくとも基端部バルーン８の幅寸法Ｗ２が、挿入
部２の外径Ｄよりも大きく設定されているのが好ましい。
【００４２】
　このように構成された本実施形態に係る内視鏡１Ａの作用について以下に説明する。
本実施形態に係る内視鏡１Ａを用いて体内の組織、例えば、心臓Ａの表面を観察するには
、挿入部２をガイドシース６内に収容した状態で壁側心膜Ｂを貫通して心膜腔Ｓ内に挿入
する。この状態で、ガイドシース６内の内視鏡１Ａの挿入部２をガイドシース６の先端開
口６ａから押し出す。
【００４３】
　次いで、先端部バルーン７、基端部バルーン８をそれぞれ膨張させる。
　基端部バルーン８が膨張すると、心臓Ａの表面に対して挿入部２を離間させる。これに
より、挿入部２の先端面２ｓに設けられている観察窓３ａと心臓Ａの表面との距離が確保
され、適正な観察距離が形成される。また、先端部バルーン７が膨張すると、この先端部
バルーン７が挿入部２の先端部から前方に向けて庇のように延び、壁側心膜Ｂを支持して
、壁側心膜Ｂが垂れ下がってくるのを防止する。そこで、図１（ｂ）に示すように、湾曲
部２ａを湾曲させ、観察光学系３を作動させて心臓Ａの表面の画像を取得することで、心
臓Ａの表面の患部を確認することができる。
　そして、手技が終わったら、手元側の操作部で先端部バルーン７、基端部バルーン８を
収縮し、挿入部２およびガイドシース６を抜去する。
【００４４】
　上述したようにして、先端部バルーン７、基端部バルーン８をそれぞれ膨張させること
によって、挿入部２の先端部と心臓Ａの表面との間に十分な間隔と空間を確保できるので
、観察光学系３における観察視野が狭まるのを防ぐとともに、処置を行うための空間を十
分に確保することが可能となる。
【００４５】
　また、挿入部２を心膜腔Ｓ内に挿入するときには、先端部バルーン７、基端部バルーン
８がＸ線を遮断するようにしておくことで、体外からＸ線照射によって体内における先端
部バルーン７、基端部バルーン８の位置や膨張度合いを容易に把握することができる。
【００４６】
　また、先端部バルーン７の外表面を、先端部バルーン７の中心Ｃ２から見て挿入部２と
反対側に凸をなす凸状湾曲面７ａとすることによって、先端部バルーン７が壁側心膜Ｂに
倣い、壁側心膜Ｂに対する姿勢が安定しやすい。さらに、この先端部バルーン７の幅寸法
Ｗ１が、挿入部２の外径Ｄよりも大きく設定されていれば、壁側心膜Ｂを、より幅広く支
持することができ、観察光学系３における視野確保をより確実なものとすることができる
。
【００４７】
　また、基端部バルーン８の外表面を、基端部バルーン８の中心Ｃ１から見て挿入部２と
反対側に凹となる凹状湾曲面８ａとすることで、基端部バルーン８が心臓Ａの表面に倣い
、挿入部２が中心軸Ｃ周りに回転することを防いで挿入部２を安定して支持することがで
きる。さらに、この基端部バルーン８の幅寸法Ｗ２を、挿入部２の外径Ｄよりも大きく設
定することにより、挿入部２がさらに安定して支持される。
　これらによって、観察光学系３における観察視野の確保が、より確実に行われる。
【００４８】
　また、先端部バルーン７と基端部バルーン８は、挿入部２の中心軸Ｃに直交する断面で
見たときに、挿入部２を挟んでその両側に配置されている。これにより、心臓Ａと壁側心
膜Ｂとの距離を最大限に離すことができ、挿入部２の先端部の観察光学系における視野を
最大限に広く確保することができる。
【００４９】
　また、基端部バルーン８は、挿入部２の周方向の一部にのみ設けることで、図３に示し
たように、基端部バルーン８を挿入部２の周方向全周にわたって連続して設ける場合に比
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較し、挿入部２を、心臓Ａからより遠く離すことができる。これにより観察光学系３にお
ける視野を、より広くすることが可能となる。
　上述したようにして、本実施形態に係る内視鏡１Ａによれば、観察視野が狭まるのを防
ぐとともに、処置を行うための空間を十分に確保することが可能となる。
【００５０】
　また、内視鏡１Ａが、手元側の操作部で先端部バルーン７および基端部バルーン８を収
縮した状態で挿脱されるため、患者への負担を少なくすることができる。
【００５１】
　次に、本発明の他の複数の実施形態について説明する。以下に示す他の実施形態におい
ては、上記第一実施形態で示した構成と異なる構成を中心に説明を行い、上記第一実施形
態と共通する構成については、同符号を付してその説明を省略する。
【００５２】
［第二実施形態］
　本発明の第二実施形態に係る内視鏡１Ｂにおいては、図５に示されるように、挿入部２
と、観察光学系３と、支持拡張手段４Ｂとを備えている。
　本実施形態における支持拡張手段４Ｂは、挿入部２の先端部の外側面に設けられた先端
部バルーン７と、挿入部２の先端部よりも基端部側に設けられた基端部バルーン８と、基
端部バルーン８よりも挿入部２の基端部側に設けられて挿入部２を湾曲させる湾曲バルー
ン（第三バルーン）１０とを備えている。
【００５３】
　湾曲バルーン１０は、基端部バルーン８に対し、挿入部２を挟んで反対側に配置されて
いる。また、湾曲バルーン１０と先端部バルーン７は、挿入部２の外周面２ｂの同軸上に
位置するのが好ましい。
　ここで、湾曲バルーン１０は、基端部バルーン８よりも挿入部２の基端部側に設けられ
ているが、より詳しくは、図１において、基端部バルーン８が膨張して挿入部２を心臓Ａ
の表面から離間させた状態で、基端部バルーン８と挿入部２とが接触している部位Ｐ１と
、この部位Ｐ１よりも挿入部２の基端側で挿入部２が心臓Ａの表面に接触または近接して
いる部位Ｐ２との間に、図５に示すようにして、湾曲バルーン１０を設けるのが好ましい
。
【００５４】
　この湾曲バルーン１０は、挿入部２に対向する側とは反対側の外表面が、湾曲バルーン
１０の中心Ｃ３から見て挿入部２と反対側に凸となる凸状湾曲面１０ａとされているのが
好ましい。
　ここで、湾曲バルーン１０は、図６に示すように、挿入部２の周方向全周にわたって連
続する環状としてもよいし、図５に示したように、挿入部２の周方向の一部にのみ設け、
周方向の残部では、挿入部２の外周面２ｂが露出しているようにしてもよい。
【００５５】
　また、図７に示すように湾曲バルーン１０も、幅寸法Ｗ３が挿入部２の外径Ｄよりも大
きく設定されているのが好ましい。これにより、湾曲バルーン１０の壁側心膜Ｂや心臓Ａ
に対する接触面積が増えるため、挿入部２が中心軸Ｃ周りに回転するのを抑え、安定して
支持することができる。
【００５６】
　このように構成された本実施形態に係る内視鏡１Ａの作用について以下に説明する。
　本実施形態に係る内視鏡１Ａを用いて体内の組織、例えば、心臓Ａの表面を観察するに
は、挿入部２をガイドシース６内に収容した状態で壁側心膜Ｂを貫通して心膜腔Ｓ内に挿
入する。この状態で、ガイドシース６内の内視鏡１Ａの挿入部２をガイドシース６の先端
開口６ａから押し出す。
【００５７】
　次いで、各バルーン７，８，１０をそれぞれ膨張させる。
　基端部バルーン８が膨張すると、心臓Ａの表面に対して挿入部２を離間させる。これに
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より、挿入部２の先端面２ｓに設けられている観察窓３ａと心臓Ａの表面との距離が確保
され、適正な観察距離が形成される。そして、湾曲バルーン１０が膨張すると、湾曲バル
ーン１０の外表面が壁側心膜Ｂに接触し、この壁側心膜Ｂにより反力を得て、挿入部２を
心臓Ａ側に押圧する。この湾曲バルーン１０は、基端部バルーン８と挿入部２とが接触し
ている部位Ｐ１と、この部位Ｐ１よりも挿入部２の基端側で、挿入部２が心臓Ａの表面に
接触している部位Ｐ２との間で挿入部２を心臓Ａ側に押圧する。すると、挿入部２が湾曲
して、心臓Ａに沿った位置から心臓Ａの外周面から離間する方向に立ち上がった後、先端
部側が基端部バルーン８に沿って挿入部２をＳ字状に湾曲する。これにより、挿入部２の
先端部が、心臓Ａの表面および壁側心膜Ｂとほぼ平行となる。
【００５８】
　そして、この挿入部２の先端部に設けられた先端部バルーン７が膨張すると、この先端
部バルーン７が挿入部２の先端部から前方に向けて庇のように延び、壁側心膜Ｂを支持し
て、壁側心膜Ｂが垂れ下がってくるのを防止する。
　そこで、観察光学系３を作動させて心臓Ａの表面の画像を取得し、心臓Ａの表面の患部
を確認することができる。
　そして、手技が終わったら、手元側の操作部で先端部バルーン７、基端部バルーン８を
収縮し、挿入部２およびガイドシース６を抜去する。
【００５９】
　上記のような本実施形態に係る内視鏡１Ｂによれば、上記第一実施形態と同様、観察視
野が狭まるのを防ぐとともに、処置を行うための空間を十分に確保することが可能となる
。
　内視鏡１Ａと比較し、湾曲バルーン１０を有する内視鏡１Ｂは、湾曲させられた挿入部
２の復元力が更に働き、壁側心膜Ｂが心臓Ａに近づこうとする力に対向する。よって、湾
曲バルーン１０によって挿入部２を湾曲させることで、挿入部２は、先端部を心臓Ａの表
面および壁側心膜Ｂとほぼ平行とすることができる。これにより、挿入部２を心臓Ａの表
面と平行にして、観察や処置を行うことが可能となる。心臓Ａの表面と挿入部２とを平行
とすると、心臓Ａから距離を確保した状態で、先端面２ｓ前方の空間が広くなる。
【００６０】
　なお、上記第二実施形態で示した構成は、以下に示すような変形例とすることも可能で
ある。
　例えば、基端部バルーン８と湾曲バルーン１０とを一体化するようにしてもよい。
　また、内視鏡１Ａ，１Ｂは、心臓に限らず、他の臓器であれば同様にして配置すること
ができる。
【００６１】
　また、各バルーン７，８，１０は、挿入部２の中心軸Ｃに直交する断面で見たときに、
挿入部２の中心軸Ｃと観察光学系３の観察窓３ａとを通る仮想線Ｌ上に、それぞれその少
なくとも一部が存在していてもよい。特に、各バルーン７，８，１０の中心が、それぞれ
、挿入部２の中心軸Ｃと観察光学系３の観察窓３ａとを通る仮想線Ｌ上に存在するのがよ
り好ましい。
【００６２】
　また、上記各実施形態に係る内視鏡１Ａ，１Ｂにおいては、心臓Ａ上に内視鏡１Ａを配
置しているが、これに限るものではなく、基端部バルーン８を心臓Ａ側、先端部バルーン
７を壁側心膜Ｂ側に配置する状態で、心臓Ａの下方に内視鏡１Ａを配置するようにしても
よい。
　また、各バルーン７，８，１０は単一でも、複数でもよい。
【符号の説明】
【００６３】
　１Ａ，１Ｂ　内視鏡
　２　挿入部
　２ａ　湾曲部
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　２ｂ　外周面
　２ｓ　先端面
　３　観察光学系
　３ａ　観察窓
　４Ａ　支持拡張手段
　４Ｂ　支持拡張手段
　６　ガイドシース
　７　先端部バルーン（第二拡張部材、第二バルーン）
　７ａ　凸状湾曲面
　８　基端部バルーン（第一拡張部材、第一バルーン）
　８ａ　凹状湾曲面
　１０　湾曲バルーン（第三バルーン）
　１０ａ　凸状湾曲面
　Ａ　心臓
　Ｂ　壁側心膜
　Ｓ　心膜腔
 

【図１】 【図２】
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